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◆◆  年末調整のご準備はお早めに！ ◆◆ 
給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税の納期限は１月１２日（火）です。納期限の特例の承認を受け

ている場合は１月２０日（水）です。税理士等への報酬の支払報告と合わせて期限内納付をお願いします。昨年

と比べて変わった点は下記のとおりですので、ご注意ください。                       
      

●給与所得控除額に関する改正 

 給与所得控除額が改正されました。令和２年分の年末調整の際には「令和２年分の年末調整等のための給与 

 所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。     

●基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正 

 (1)基礎控除の改正 

   基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除 

     の適用を受けることはできないこととされました。 

 

 

 

 

   

      

  (2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設 

 (3)「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設 

 (4)源泉徴収簿の様式変更 
 

●各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正 
 

●ひとり親控除及び寡婦（寡夫）控除に関する改正 

 (1)未婚のひとり親に対する税制上の措置 

 (2)寡婦（寡夫）控除の見直し 

 (3)令和２年分の年末調整の際の申告 

 (4)令和２年分の源泉徴収簿の記載 
 

●年末調整関係手続の電子化 

 

  件       名 効力発生日 最 低 賃 金 額 

地域別最低賃金 三 重 県 最 低 賃 金 R2.10.  1 時間額 874 円  

特定 （産 業 別） 

最 低 賃 金 

ガ ラ ス ・ 同 製 品 製 造 業 R2.12.21 時間額 901 円 （1円↑） 

電 線 ・ ケ ー ブ ル 製 造 業 R2.12.21 時間額 921 円 （1円↑） 
電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 電 子 回 路 、 

電 気 機 械 器 具 、 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 R2.12.21 時間額 906 円 （1円↑） 
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、産業用運搬

車両・同部分品・付属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 R2.12.21 時間額 942 円 （1円↑） 

合計所得金額 
基礎控除額 

改正後 改正前 

       2,400万円以下 48万円 
38万円 

（所得制限なし） 
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 

2,450万円超 2,500万円以下 16万円 



次回の 会員一斉訪問実施予定日は 

 １月１５日（金） です  
 

 

 45- 2210

 

         《貸 付 金 利 の 状 況》           （令和２年１２月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付基準利率 （使用使途、返済期間、担保の有無等により異なる） 基 準 金 利    

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） 特別金利Ｆ    

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．６０％ または １．７０％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％ ～ ２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．４０％    → 

※低金利・無利子化など新型コロナウイルス感染症関連の融資制度もあります。本所または支所へお問い合せください。 

 

各種情報については伊賀市商工会ホ 

ームページに掲載しています。上記 

のQRコードを読み取ってご覧下さい。 

令和２年分青色申告決算のために 
   

  個人事業者の皆様は、通常暦年（12月31日）で事業所得に係る決算を行うことになります。そこで正しい決算に 

 向けて次のことにご留意ください。 

  ❐棚卸表の作成 

     商品、製品、仕掛品、貯蔵品については、12月31日での棚卸表を作成し保存してください。 

     預け商品や建設業の方の仕掛工事等にもご注意ください。 

  ❐未収入金、未払費用の計上 

     原則として令和２年に確定した収入や費用を計上することが必要です。 

     特に収入の計上漏れの無いようご注意ください。 

  ❐前受金、前払費用の繰り延べ 

     特定の支出を除き令和２年分の収入や経費に計上する必要はありません。 

     但し、令和元（2019）年に収入、経費に算入しなかった額の計上はお忘れなく。 

    ❐家事消費等 

     令和２年に家事のために消費した棚卸品・商品等は、売上金額に含める必要があります。 

     明細等計上根拠を残すようにしてください。また、同様に家事に係る費用は経費になりませんので合理的に計算    

   して経費から除外してください。 
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